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IV  今後の方向性 

1. 計画の方向性の考え方 

本市の⽬指すべき公共交通ネットワークは、上位計画に⽰されているまちの将来像の実現

に向けた公共交通の⽅向性及び、「Ⅲ．公共交通の現状と課題」で把握した「現状分析からみ

えてきた三⽥市全体の課題」を踏まえて設定します。 

上位計画で⽰すまちの将来像の実現に向けて本計画を推進するにあたり、まちづくりと連

携した公共交通ネットワークの将来像を、「4.（4）⽬指すべき公共交通ネットワーク」で⽰し

ています。 

また、本計画の公共交通の⽬指す姿は、上位計画におけるまちの将来像と連携することで、

さらにより良いまちづくりを⽬指していきます。 
 

 

 
図 IV-1  計画の⽅向性の考え⽅ 
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2. 上位・関連計画 

(1) 上位計画等の概要 
 ひょうご公共交通 10 カ年計画：2021(令和 3)年 3 月 

【 計画の目指すべき方向性(理念) 】 

豊かで活力ある県民生活を支える持続可能で安全･安心な公
共交通 

～公共交通を県民とともに つくり・まもり・育てる～ 

【 計画の目標 】 

① 地域のくらしを支える公共交通 

 ・市町の関連施策(まちづくり､福祉､教育等)との連携による公共交通ネットワーク構築 

② 観光・交流を支える公共交通 

 ・県内外の地域間を結ぶ広域交通ネットワークの強化 

 ・公共交通による観光客の周遊促進 

③ 誰もが利用しやすい公共交通 

 ・高齢者、障害者等、誰もが公共交通を利用しやすい環境の整備 

④ 安全・安心で環境にやさしい公共交通 

 ・大規模災害や老朽化への備えの推進 

 ・公共交通における環境負荷軽減 

⑤ 地域でまもり育てる公共交通 

 ・公共交通利用の意識付け・動機付けの推進、公共交通に対する行政支援についての理解促進 

 ・住民、交通事業者、行政が一体で取り組む利用促進活動の推進 

 ・公共交通を担う人材の確保、育成 
 
【 重点方針・基本方針 】 

 
■重点方針 1：「地域公共交通計画」の策定及び施策の推進 

・市町が中心となって、関係者との議論を踏まえ、協議会方式で公共交通のマスタープランを作成・ 

共有し、それに基づく取り組みを着実に実施することで、地域の移動手段を確保します。 

■重点方針 2：公共交通施策を推進するための体制づくり 

・市町を中心とした関係者の連携・協議による計画推進体制の構築や利用データ等の公共交通施策 

への活用徹底を図ります。 
 

◇基本方針 1：地域特性に応じた移動手段の確保 

◇基本方針 2：広域的な公共交通ネットワークの充実・強化 

◇基本方針 3：公共交通の利用環境改善 

◇基本方針 4：公共交通機関（施設・車両）のバリアフリー化推進 

◇基本方針 5：災害・老朽化対策の推進、環境への配慮 

◇基本方針 6：公共交通を担う人材の確保･育成 

◇基本方針 7：公共交通の利用促進 

 
【 施策推進上の配慮事項 】 

・新技術の積極的活用 

・既存ストックの最大限の活用 

・ポストコロナ社会のニーズに即したサービス提供 
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 阪神地域都市計画区域マスタープラン：2021(令和 3)年 3 月 

【 阪神地域の目指すべき都市構造 】 

隣接する神戸地域と共に県全体の活力を牽引する地域とし

て、民間投資の積極的な活用等により都市機能の強化を図る

とともに、広域的な連携により、国際競争力の強化を図る。 

【 地域連携型都市構造化に関する方針 】 
・神戸地域と大阪市に挟まれた地域に、個性のある都市機能集積地区が利便性の高い公共交通ネット

ワークにより結ばれているという地域特性を生かすため、これらの地区間の連携強化と適切な役割

分担に配慮しつつ、人口の維持や個性ある都市機能の強化を図る。 

◇都市機能集積地区の特性を生かした都市機能の充実 

地域都市機能集積地区 商業・業務、医療、金融等の都市機能の維持・充実に加え、特色ある芸
術・文化等の都市機能の集積を図る地区。 
※JR・神戸電鉄三田駅周辺が地域都市機能集積地区として位置付け 

生活都市機能集積地区 コミュニティレベルでの商業、医療・福祉等の日常生活に必要なサー
ビス等の確保を図る地区。 

 

図 IV-2 都市機能集積地区及び広域連携軸 
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◇現在の市街地を中心とした都市機能の利用圏人口の維持 

◇都市機能集積地区の機能連携の強化 

広域連携軸 地域を越えた広域的な人の移動や物流を支える広域交通ネットワーク 

地域内連携軸 阪神地域内の生活利便性の向上を図るため、地域内の移動を支える交

通ネットワーク（鉄道、国道、県道等からなる地域内連携軸を形成） 

日常生活圏内の移動 日常生活圏内における移動については、地域の交通需要に応じ、コミ

ュニティバスやデマンド型交通等により公共交通ネットワークを維

持・確保 

【 都市施設に関する方針 】 
◇交通施設 

・都市機能の相互補完を行う地域内外の連携強化と地域内の生活利便性を確保するため、周辺の自

然条件や社会的条件を踏まえつつ、広域連携軸や地域内連携軸に位置付けた道路の整備や公共

交通の充実を図る。 

・主要な鉄道駅舎のバリアフリー化、鉄道、バス、空港等の各交通機関の連絡の円滑化 

・広域的な公共交通ネットワークの維持・確保に当たっては、地域内の市町や交通事業者からなる

協議会等の取組により公共交通の利便性の向上 

 
【 市街地整備に関する方針 】 

・適切な都市機能の立地を誘導が必要とさせる JR・神戸電鉄三田駅周辺においては、市街地再開

発事業等による再整備地区として位置づけられている。 
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 第 5次三田市総合計画：2022（令和 4）年 4月 
【 まちづくりの基本目標 】 「ひと」×「まち」×「さと」が織りなす未来都市 三田 

【 目指すまちのイメージ】 魅力がたくさんだ、三田 

【 土地利用の目標 】 

① 豊かな里山とひと･まちとの共存がなされること 

② 市域全体が、活力にあふれ、安らぎを享受できること 

③ これらを次世代に引き継いでいくこと 

［ 南西部の土地利用の方向 ］ 

・現在のコンパクトな市街地形態を維持しつつ、鉄道駅などアクセスしやすい地域を都市核と
して位置づけ、都市機能の立地誘導を進めます。 

中心都市核 三田駅周辺 

都市核 フラワータウン駅周辺、 
ウッディタウン中央駅及び南ウッディタウン駅周辺、新三田駅周辺 

地域核 広野駅周辺、相野駅周辺 

【 施策体系 】 

［取組①］「ひと」のチカラを育み、活きるまち～輝く人づくり～ 

  ■地域で支えるまちづくり 

   ・住民主体の地域づくりに向けたまちづくり協議会等への支援強化 

   ・実情に応じた地域での見守りや支援活動のネットワークを強化 

［取組②］「まち」の基盤が整い、暮らしやすいまち～快適づくり～ 

  ■まちの再生 

   ・三田駅前周辺エリアに人が集い賑わいにあふれる空間の創出 

   ・JR 駅周辺の魅力とクオリティーを高める土地利用の推進 

  ■交通ネットワーク 

   ・まちの拠点をつなぐ公共交通ネットワークの充実 

   ・日常の暮らしに寄り添うコミュニティ交通の実現 

   ・次世代につながる新たな移動サービスの実現 

   ・公共交通等の利用促進 

［取組③］「さと」の恵みを守り、活かすまち～うるおいづくり～ 

  ■持続可能な環境づくり 

   ・三田駅前周辺エリアに人が集い賑わいにあふれる空間の創出 

   ・JR 駅周辺の魅力とクオリティーを高める土地利用の推進 

 

指  標  名 現  状 目 標（R8） 

公共交通利用者数（路線バス・日あたり平均） 11,048 人（R2） 16,294 人 

新たな地域内交通導入箇所数 2 箇所（R3） 5 箇所 
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図 IV-3 総合計画における都市構造･⼟地利⽤ 
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 都市計画マスタープラン（三田市の都市計画に関する基本的な方針）：2023(令和 5)年 4 月 
 

【 目指すべき将来像 】 
「人口減少にもまけないまちづくり」を推進していくため、都市機能
の集約と公共交通が連携した集約型都市構造を構築していきます。 
南西部：鉄道駅周辺を拠点とした市街地の形成維持 
北東部：農村集落の維持、里山環境保全、利便施設の誘導、鉄道駅等
へのアクセス機能の連携性確保 

【 都市計画に関する基本的な方針 】 

①居住・都市機能の集約化による持続可能な都市の形成 

②地域経済を牽引する新産業の創出 

③農村地域の活力と魅力を育むまちづくりの実現 

④誰もが移動しやすい交通ネットワークの形成 

・デジタル技術を活用した新たな移動手段の導入など、効率的、効果的な公共交通サービスを提供

し、市民の日常生活などの移動を支える持続可能な公共交通ネットワークの形成を図ります。 

⑤地域資源を活かした魅力あるまちづくりの実現 

⑥安全・安心に暮らせる都市の形成 

【まちづくりの実現方策】 

1 都市拠点の配置 

・JR・神戸電鉄三田駅、JR 新三田駅、神戸電鉄フラワータウン駅、南ウッディタウン駅およびウッ

ディタウン中央駅から概ね徒歩 5 分圏の区域を「都市拠点」と位置づけます。用途地域は誘導す

る機能に応じて、商業地域、近隣商業地域、第２種住居地域を指定し、同地区の鉄道駅に近接して

いる街区において、居住機能のみの立地が目立つ場合は、１階を商業・サービス機能、２階以上を

居住機能等立体的な用途制限を特別用途地区または地区計画等により導入します。 

2 地域拠点の配置 

・JR 広野駅や相野駅周辺については、地域拠点と位置づけ、駅利用者や周辺住民の日常生活に必要

な商業、医療、子育て等生活利便施設及び地域の活性化に資する機能の誘導による拠点づくりを進

めます。 

3 生活支援機能の誘導 

・都市拠点区域外で、1 時間に 3 本以上の運行本数のあるバス停留所や鉄道駅の隣接する交通アク

セスが確保された街区（徒歩 5 分圏域または半径 400ｍ圏内に同等の施設がないこと）に、生活

に身近な医療、福祉、商業等生活利便施設の立地誘導を図ります。 

4 産業の振興 

5 市街地密度の誘導 

6 農村地域の土地利用の弾力化 

7 安全・安心なまちづくりの推進 

8 公共交通の充実 

・交通利便性の維持・向上を図り、誰もが移動しやすい持続可能な交通体系の構築を図ります。 

・さんだ里山スマートシティ構想のコンセプトである“市民一人ひとりが幸せを実感しながら住み続
けられるまち三田”の実現に向け、デジタル技術の活用等により、便利に移動できる自動運転や予
約型乗合交通等の新しい移動サービスの充実に向けた取り組みを推進します。 
 官民共創の取り組み 
 まちの拠点をつなぐ公共交通ネットワークの充実 
 新たな移動サービスの実現 
 公共交通の利用促進による環境負荷の低減 

9 公共施設のマネジメント 

10 地域資源の維持・保全 

11 共創によるまちづくりの推進 
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図 IV-4 持続可能なまちのイメージ（都市構造図） 
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 第 2期三田市まち･ひと･しごと創生総合戦略：2022(令和 4)年 4 月 
 
【 めざすまちのイメージ 】魅力がたくさんだ、三田 

【 基本目標（H28）】 

１．子どもに夢を － 三田らしさを守り伝え、未来を担う人を育てる － 

２．高齢者に安心を － 安全･安心で、いきいきと暮らすまちをつくる － 

［ 方向性 ］※今後体制構築等の取り組みを推進 

① 高齢者の生活を支える 

② 移動しやすい域内交通網をつくる 

・高齢化が進む中で住み慣れた地域でいつまでも生活を送るために、通院や買い物など

生活する上で必要な外出だけでなく、友人との交流や趣味の会合等の文化的な外出に

ついても当たり前にできるような交通手段の充実や支援を図るとともに、公共交通機

関等との連携による交通ネットワークを構築し、移動しやすく安全で便利なまちをつ

くります。 

③ 安全･安心なまちをつくる 

【 基本目標（R4）】 

１．「選ばれるまち」になる 

２．「住み続けたいまち」になる 

３．「活力があふれるまち」になる 

［基本的な方向性 ］ 

・「ひと」が健康で元気に活動できるよう健康づくりを推進 

① 「いつまでも健康で、活躍できるまち」をつくる 

② 「通り過ぎるまち」から「立ち寄るまち」になるハブ（結節点）の利点を活かし、 

周辺市町との広域的連携を進める 

 

成 果 指 標 基準値【R2 年度】 目標値【R8 年度】 

現在、「幸せ」と感じている高齢者の割合 62.8％ 66.8％ 

４．「子どもを産み、育てやすいまち」になる 
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 第 4次三田市環境基本計画：2023(令和 5)年 3 月 
【 目指す環境将来像 】人の環（わ）で自然と暮らしを紡ぐまち 三田 

【 基本方針 】 

(Ⅰ) 参加･協働･共創 

(Ⅱ) 自然共生社会 

(Ⅲ) 循環型社会 

(Ⅳ) 脱炭素社会 

○ 一人ひとりがライフスタイルを見直し、地球温暖化抑制に貢献するまちをつくる 

［ 施策の方向性 ］ 

① 地域と共生する再生可能エネルギーの導入 

② 更なる省エネルギー対策の推進 

具体的施策①：省エネルギーの推進 

具体的施策②：移動・輸送の脱炭素化 

・公共交通機関や自転車など、移動に関わるエネルギーが少ない交通手段の利用促進

を図るとともに、自動車利用における環境負荷の低減に取り組みます。また、電気

自動車やプラグインハイブリッド車等の次世代自動車の普及を促進します。 

③ 気候変動に対する適応策の推進 

(Ⅴ) 安全･安心･快適 

【 成果指標等 】 
 

成 果 指 標 基準値 目 標 

太陽光発電エネルギー導入比 
10.8％ 

（令和 2 年度） 

14.5％以上 

（令和 9 年度） 

電気自動車、プラグインハイブリッド車の市内

保有台数 

395 台 

（令和 3 年度） 

2,000 台 

（令和 9 年度） 

ひょうご防災ネットアプリ登録者数 
9,320 件 

（令和 3 年度） 

増加 

（令和 9 年度） 
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 三田市観光ビジョン：2021(令和 3)年 5 月 
【 目指す観光振興の姿 】自分なりの「ふるさと」を楽しむ 

【 基本方針 】 

(Ⅰ) 見つめる〔魅力あるコンテンツづくり〕 

［ 施策 ］ 

①ストーリー性のある三田らしい観光コンテンツの磨き上げ 

②観光コンテンツの周遊ルート化 

方向性 

・三田に点在する観光コンテンツをつなぎ合わせ、広域連携も含めた多様な

周遊ルート造成 

・1 つの場所だけを訪れるのではなく、より長い時間三田を楽しめる観光コ

ンテンツ造成 

・三田ならではの宿泊型観光コンテンツを造成 

主な取組 

・滞在型観光コンテンツの整備、ツアーの造成 

・農村、市街地、ニュータウンの多様な歴史や暮らしを巡るコンテンツづくり

・公共交通機関と連携した広域をフィールドとした周遊ルートづくり 

・人気のスポット県立有馬富士公園を核として、子どもたちが自然や芸術に

ふれることができる「地球アトリエ構想」や、三田の魅力をつなぎ合わせた

ルートづくり 

・多世代のグループや家族が一緒に 1 日を過ごした後で、好みに応じて選べ

る個性的な宿泊手段 

③社会情勢に応じたコンテンツづくり 

(Ⅱ) 広がる〔地域の魅力を発信〕 

(Ⅲ) つながる・育む〔ネットワークづくり、人材育成〕 

【 目標数値 】 
 

目 標 数 値 基準年度（R 元年） 目標年度（R8） 

観光入込客数 3,569 千人 3,900 千人 

宿泊客数 155 千人 180 千人 

観光消費額 24,594 百万円 26,100 百万円 

三田市公式インスタグラムフォロワー数 1,360 件 5,500 件 

三田市総合案内所外国人件数 1,771 人 2,100 人 
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(2) まちの将来像の実現に向けた公共交通の方向性 
 

「第 5 次三⽥市総合計画」では交通ネットワークにおいて 10 年後に⽬指したい将来像
を、「鉄道や道路等公共交通インフラの安全性と快適性が維持され、便利に移動できる⾃動
運転や予約型乗合交通等の新しい移動⼿段やデジタル技術の活⽤等による⾼度で持続可能
な公共交通サービスが充実し、誰もが⾃由で安全な移動ができるまちを実現しています。」
と定めています。 

 

また「都市計画に関する基本的な⽅針（三⽥市都市計画マスタープラン）」では、⽬指す
べき将来像として既に都市機能が集約している「南⻄部」においては、鉄道駅周辺を拠点と
して市街地の形成を維持しつつ、「北東部」においては、農村集落の維持、⾥⼭環境の保全
を図り、⽣活に必要な利便施設の誘導を促すとともに、鉄道駅などへのアクセス機能の連携
性を確保することで、都市機能の集約と公共交通が連携した集約型都市構造を構築してい
くこととしています。その上で都市計画に関する基本的な⽅針の⼀つとして「誰もが移動し
やすい交通ネットワークの形成」を定めています。 

 

これら上位計画を踏まえ、まちの将来像に向けた公共交通の⽅向性として、都市機能が集
積したエリアと市内外を接続する「広域交流を⽀える交通」と各地域内の移動や市内の中⼼
部までを接続する「⽇常の暮らしを⽀える交通」など、役割分担が明確化された階層構造を
持つ公共交通ネットワークを形成します。 

 

階層構造を持つことにより、持続可能性が⾼く、市⺠の移動需要や地域特性に応じた誰も
が利⽤しやすい公共交通ネットワークの形成し、本市にとって望ましいまちの将来像の実
現を交通まちづくりの側⾯から⽀援します。 
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表 IV-1 まちの将来像の実現に向けた公共交通の⽅向性 

① 広域交流を支える 

・都市機能が集積した鉄道駅前エリア間と市外とを結ぶことで、教育、産業、観光等、まち
づくりと⼀体となった公共交通ネットワークにより、広域交流を⽀えます。 

⓶ 日常の暮らしを支える 

・通学や⽣活サービス施設への移動等、市⺠の移動需要にきめ細かく対応する地域相互や地
域内の交通の強化により、⽇常の暮らしを⽀えます。 

 
 

 

 

図 IV-5  公共交通の階層ネットワークのイメージ
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3. 課題解決に向けた公共交通の方向性 

本市の公共交通を取りまく現状や上位関連計画を踏まえ、三⽥市全域の課題の把握と課題

解決に向けた公共交通の⽅向性について整理しています。 

 

 
 

 
 
 
 

図 IV-6  課題解決に向けた公共交通の⽅向性 

 
 
 
 

・交通事業者の運転⼿等が減少しているうえに、⾼齢化が進
展 

・バス路線を維持するために補助額が年々増加 
・2024 年問題により、運転⼿不⾜の深刻化に伴い公共交通
の維持が難しくなることが⾒込まれるため、担い⼿の確保と新
たな移動⼿段の確保が必要 

・三⽥駅、新三⽥駅等の主要駅を起点とした通勤送迎バス等
の運⾏（地域資源運⾏）と路線バスの運⾏が重複している
場合があり、移動に対する役割のあり⽅について検討が必要 

限られた資源の中での「移動」に対する役割のあり⽅ 

・65 歳以上の運転免許返納者が今後増加する⾒込みとなっ
ており、運転免許を持たない⾼齢者への対応が必要 

・65 歳未満の運転免許保有者数が減少しており、運転免許
を持たない⼈への対応が必要 

・市補助対象路線のバス利⽤者の多くが、“他に移動⼿段が
ないから”乗⾞していると調査回答があり、これらの⽅への対応
が必要 

⾞を気軽に利⽤できない⼈の増加 

現状分析からみえてきた三⽥市全域の課題 

・⾃動⾞分担率は約 10 年間で 50％から 54％に増加してい
る。5〜14 歳の⾃動⾞（送迎）の分担率の増加が著しく、
バス乗り込み調査でも、送迎してくれる⽅がいるとの回答は
20 歳未満が最も多い。 

・⾃動⾞分担率を削減するために、送迎してもらっている⽅たち
も公共交通を⽤いて移動しやすいと感じる環境の整備が必
要 

⾃動⾞分担率の増加 

・市内外間の移動は⼀定の需要があることから市内外間の移
動の円滑化が必要 

・市補助対象バス路線の⼀部については、利⽤促進や効率化
による改善やバス以外の⼿段の検討等について、当該路線
バス沿線住⺠と⼀緒に検討が必要 

・市内では、地域毎に提供されている公共交通サービスレベル
が異なることから、地域特性に応じた公共交通サービスの提
供が必要 

移動需要を踏まえたまちづくり 

・交通ネットワーク（⾻格）の維持確保 
・幹線交通へのアクセス性の向上 

公共交通ネットワーク（⾻格）の維持確保 

課題解決に向けた公共交通の⽅向性 

・移動需要に対応したバス路線の検討 
・地域特性に応じた最適な公共交通サービスの提供 
・可能な限り 1〜2 回の乗り換えで、主要な施設や交通拠点まで
移動できる交通ネットワークの構築 

地域特性に応じた公共交通サービスの提供 

・公共交通サービスの充実による⾃動⾞利⽤からの転換 

公共交通サービスの充実 

（市⺠） 
・⾃発的な交通⾏動の⾒直しや転換・利⽤促進への取り組みによ
る公共交通の維持改善 

 
（交通事業者） 
・公共交通の利便性向上 
・公共交通を⽀える担い⼿の確保 
 
（⾏政） 
・公共交通サービスの充実に向けた取り組みや体制づくり 
・公共交通を⽀える担い⼿確保 
・市⺠や交通事業者の取り組みへの⽀援 

関係者の連携と役割分担 



 

113 

 

4. 基本方針と目標 

(1) 基本方針 
まちの将来像の実現に向けた公共交通の⽅向性や課題解決に向けた公共交通の⽅向性を

踏まえて、本計画で⽬指す本市の公共交通は以下のように考え、基本⽅針を設定しました。 

 

● 広域的な公共交通ネットワークと市内の多様な公共交通機関の相互連携によるネ

ットワークの構築により、どの地域からでもストレスのない移動を実現します。 

そして、まちと地域が互いに便利につながることで、⼈と⼈、⼈と地域、⼈とモノ

がつながる好循環が⽣まれ、まちの持続的な元気と賑わいの創出を図ります。 

人がつながる 

 

● 公共交通の機能と⼒は、利⽤者により⽀えられます。「⾃家⽤⾞」に代表される「私

的交通」中⼼の⽣活がもたらす課題を共有し、⽬指す姿の実現に向けて、市⺠、地

域、企業、交通事業者、⾏政が役割を分担し、互いに⾃分ごととして知恵と⼒を最

⼤限に出し合い、協⼒して⽀えあうことで地域公共交通ネットワークが持続される

まちを⽬指します。 

みんなで育てる 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 IV-7  基本⽅針 

 
 
  

基本方針 

人がつながる みんなで育てる 持続可能な公共交通 

～誰もが気軽に移動できるまちを目指して～ 
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(2) 現在の公共交通ネットワーク 
 

三⽥市内は、幹線交通は JR 福知⼭線、神⼾電鉄三⽥線・公園都市線、⽀線交通として神

姫バス、ウイング神姫、地域内交通として、グリーンスローモビリティやおでかけサポート

事業等により、公共交通ネットワークが構築されています。 

三⽥市内の現状は 4 つの地域区分に分けることができ、それぞれの地区の地域特性に応

じた対応が必要です。 

 

 

⾊ 概要 
 公共交通のサービス⽔準を維持・充実していく地区 
 地域特性に応じたサービスによる補完が求められる地区 
 地域特性に応じたサービスの⾒直しが求められる地区 
 企業誘致、企業活動等の将来動向に応じたサービスへの対応が求められる地区 

図 IV-8  現在の公共交通ネットワークと地区の現状分析 

タクシーは、 

日本交通、ファイブスタータクシー、三田タクシーの３社が運行 



 

115 

 

(3) 交通拠点・公共交通が果たすべき役割 
 

基本⽅針に定めた「⼈がつながる みんなで育てる 持続可能な公共交通〜誰もが気軽

に移動できるまちを⽬指して〜」を実現するため、多様な公共交通の組合せや交通拠点を強

化することで移動のしやすさを確保します。 

そのため、拠点は広域交通拠点、地域交通拠点を、交通軸は幹線交通、⽀線交通、地域内

交通を位置づけ、各地域の中⼼から、主要な施設や交通拠点まで、可能な限り 1〜2 回の乗

り換えで移動することができるまちを⽬指します。 

表 IV-2 交通拠点の役割と位置づけ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 IV-3 交通軸の役割と位置づけ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※1︓ラストワンマイルとは、⾃宅から地域内のバス停もしくは商業施設等間の移動のこと 
※2︓フィーダーとは、地域内のバス停からバス停間の移動のこと 
 
  

三⽥駅周辺、新三⽥駅周辺、フラワータウン駅周辺、 
センチュリーパーク（南ウッディタウン駅、ウッディタウン中央駅周辺） 

広域交通拠点 

「広域交通拠点」は、幹線交通間の接続や広域バス路線への接続機能を有し、市内の中⼼部や
市内外へのスムーズな乗り換えを⾏う交通拠点です。 
また、商業や⽂化、⾏政等の都市機能が集積し、市内外からの来訪が期待される地域です。 

広野駅周辺、相野駅周辺、藍本駅周辺、横⼭駅周辺、三輪（北部）周辺 
地域交通拠点 
（乗換拠点） 

「地域交通拠点（乗換拠点）」は、幹線交通や⽀線交通との接続により、各地域と市内の中⼼部
との⾏き来や市外との⾏き来の際に、スムーズな乗り換えを担う交通拠点です。 

【主な担い⼿】鉄道、バス（市外や需要の多い路線を結ぶバス路線） 幹線交通 

「幹線交通」は、都市機能が集積した広域交通拠点や市外を結ぶことで、市内外からの⼤規模
な移動を⽀える役割を担います。 

【主な担い⼿】バス（市内バス路線）、タクシー、地域内コミュニティ交通 ⽀線交通 

「⽀線交通」は広域交通拠点や地域交通拠点から各地域の中⼼部までの移動を⽀える役割を担
います。 

【主な担い⼿】バス（市内バス路線）、タクシー、地域内コミュニティ交通 地域内交通 

「地域内交通」は地域内の移動や、地域の中⼼部（広域交通拠点、地域交通拠点等）までの移
動を⽀える役割を担います。地域内交通の導⼊にあたっては地域の特性に応じ、ラストワンマ
イル※1 やフィーダー※2 を⽬的とした⼿法を検討します。 
「地域内」とは、⼩さな需要に応じて、現状の 4 つの地域区分（前⾴）より狭い範囲の中で移
動を担う範囲のことです。 
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(4) 目指すべき公共交通ネットワーク 
 

基本⽅針を実現することで形成される本市の「⽬指すべき公共交通ネットワーク」は、位

置づけと役割が明確化された「幹線交通」「⽀線交通」「地域内交通」の階層構造を基本とし

た交通軸として整備します。 

各階層の利便性向上を図り、連携することで、市内外から都市機能が集約した広域交通拠

点に⼈が集まるとともに、地域の中⼼から可能な限り 1〜2 回の乗り換えで主要な施設や交

通拠点に便利で快適に移動できることを⽬指します。 

また、地域内交通については、「ラストワンマイルを検討する地域」「地域の需要に応じて

ラストワンマイルとフィーダーをそれぞれ検討する地域」の 2 分類に分けて、地域の需要

に応じた輸送サービスを構築します。 

 

 
 
 
図 IV-9 公共交通ネットワークの将来像（イメージ） 

ラストワンマイル※1 を検討する地域

地域の需要に応じてラストワンマイル※1 と 
フィーダー※2 をそれぞれ検討する地域 

地域内コミュニティ交通 

凡例【交通拠点】

広域交通拠点

地域交通拠点

【交通軸】 

幹線交通 

⽀線交通 

地域内交通 

※1︓ラストワンマイルとは、⾃宅から地域内のバス停もしくは商業施設等間の移動のこと 
※2︓フィーダーとは、地域内のバス停からバス停間の移動のこと 


